
 

 

 

島 原 市 教 育 委 員 会 
 

 

 

議 案 集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 62号議案  平成２６年度島原市教育委員会表彰について  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

平成２６年１０月６日 定例会 
 

  



1  

 

第６２号議案 

 

   平成２６年度島原市教育委員会表彰について 

 

 平成２６年度島原市教育委員会表彰について、別紙被表彰者の承認を求め

る。 

 

  平成２６年１０月６日提出 

                  島原市教育委員会 

                  教育長 宮原 照彦 

 

   提案理由 

 島原市教育委員会表彰規程第２条の規程により、平成２６年度の島原市教

育委員会表彰を行おうとするものである。 
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（参考） 
   ○島原市教育委員会表彰規程 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、本市教育の振興並びに学術その他文化及び体育の進展

に特に寄与したものの表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 （表彰の基準） 

第２条 次の各号に該当する個人又は団体に対しては、教育委員会が表彰す

る。 

 (1) 公益事業に尽瘁し教育的に功労があり一般の模範と認められるもの 

 (2) 特に教育的に奇篤な行為があったもの 

 (3) 学校医・学校歯科医等が各学校の嘱託として永年在職し功労のあっ

たもの 

 (4) その他教育委員会において表彰に値するものと認めたもの 

 （表彰の種類） 

第３条 表彰の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 表彰状 

 (2) 感謝状 

 （賞金の附与） 

第４条 前条の表彰状及び感謝状には、賞金又は記念品等を附与することが

できる。 

 （表彰申請） 

第５条 第２条の規定に該当する個人又は団体で表彰するに値するものがあ

るときは、別表の様式により教育委員会に申請しなければならない。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行し、昭和２９年４月１日から適用する。 

  附 則 

 この規程は、告示の日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

別表（省略） 
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○島原市教育委員会表彰規程に基づく表彰選考基準 

 

１校医の部 

(1)在職期間が満２０年以上の者。 

(2)対象者は、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 

※参考１ 県教育委員会表彰では、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は勤続 

３０年で永年勤続表彰 

※参考２ 県教育委員会表彰を受ける前段として、市教育委員会表彰の受賞が 

要件とされる。 

 

２育友会の部 

(1)育友会・ＰＴＡ会長として、在職期間が３年以上ある者。 

期間の計算については、小学校・中学校の通算とする。 

 

３社会教育の部 

(1)島原市より委嘱された社会教育委員、公民館運営審議会委員、少年セ

ンター少年補導委員、図書館運営協議会委員、文化財保護審議会委員等

の委員として５年以上。 

(2)郷土民俗芸能の保存継承、文化の向上に寄与した団体、個人 

(3)文化関係の大会出場者の表彰については、予選があるもので県大会で

優勝若しくはそれと同等の賞を受け、県の代表として全国大会に出場す

る者又は団体。 

(4)上記以外で個人、団体を問わず表彰に値する者。満５年以上。 

 

４体育保健の部 

(1)体育指導委員、小学校の社会体育、スポーツ少年団の指導者他体育保

健の普及・振興に貢献があった個人・団体。小学校社会体育における教

職員を含む。 

(2)スポーツにおける表彰は、体育協会表彰・有馬スポーツ賞もあり、全

国大会優勝等特殊な場合のみとする。ただし、全国大会とは、予選があ

るもので、体育協会主催又は公的団体主催の大会をいう。 

(3)上記以外で個人、団体を問わず表彰に値する者。満５年以上。 
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５部活動指導の部 

(1)島原市内の中学校においての外部指導者で期間が満５年以上ある者。 

(2)中学校の教職員は、学校体育なので該当しない。 

(3)小学校の社会体育の指導者は、体育保健の部で推薦。 

 

６徳行の部 

(1)徳行が卓越し、他の模範となる者。 

(2)寄付行為については、総額１００万円相当以上（金品、不動産など）

のもの。 

(3)奉仕活動等については、満５年以上。 

 

７その他 

(1)島原市教育委員会表彰規程により表彰に値する者。 

(2)同一部門内においては、再度の表彰はしない。 

 


